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                   ス ポ ー ツ 課 

 

県立スポーツ施設における新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 滋賀県新型コロナウイルス感染症対策本部の方針を受け、県立スポーツ施設においては次のと

おり対応することとする。 

 

１ 対策本部の方針 

（１）主催事業 

   引き続き３月２４日頃まで原則中止または延期する。なお、別紙①の【開催検討の視点】

を踏まえて開催を検討し、開催可能なイベント等については、感染防止対策をしっかりと

取った上で、開催する。    

 

（２）不特定多数利用施設 

   休館や一部施設の利用停止等の措置を３月２４日頃まで継続する。 

   また、個別の施設の特性も踏まえ開催について柔軟に検討する。 

 

（３）貸館施設 

   ホールや会議室等を提供する業務は継続する。なお、主催者に対しては、県の対応（県主 

催事業における対応）を踏まえた利用等の検討を要請する。 

 

２ 県立スポーツ施設の対応 

（１）対象期間 

  ・３月１７日（火）から３月２４日（火）まで 

   （３月２４日以降は状況を踏まえて対応） 

  ※現在の対応は３月１６日（月）まで 

 

（２）指定管理者による主催事業 

  ・原則、中止または延期とする。なお、別紙の視点を踏まえて開催を検討し、開催可能なイ 

ベント等については、感染防止対策をしっかりと取った上で、開催する。 

   （「１対策本部の方針（１）」の考えに基づき県に準じて対応する） 

 

（３）施設利用 

①個人利用の施設（不特定多数利用施設） 

   ・引き続き休止する。 

    トレーニング室：長浜バイオ大学ドーム、栗東体育館、スポーツ会館 

アイススケート場：アイスアリーナ（一般滑走） 

   （「１対策本部の方針（２）」に基づき、スポーツジム等の危険性が言われている中、屋内 

の閉鎖的な空間で、人と人が至近距離で、一定時間以上交わるリスクがある） 

 

②上記以外の施設 

   ・原則、使用の中止または延期の検討を要請する。なお、主催者が別紙①の【開催検討の

視点】に基づき検討のうえ、事業の実施が可能と判断した場合には、施設を使用してい

ただく。 

    （「１対策本部の方針（３）」の考えに基づき対応する） 

 

（４）各施設の具体的な対応 

  ・別紙②のとおり 

 





別紙②

各施設の対応

施　　設 設　備 3/17～3/24の対応 備考

屋内グラウンド

屋外グラウンド

トレーニング室 利用休止 個人利用

練習室

会議室

屋外テニスコート

本館アリーナ

別館アリーナ

会議室

アリーナ 原則、使用の中止・延期の検討を要請する

トレーニング室 利用休止 個人利用

会議室 原則、使用の中止・延期の検討を要請する

剣道場

柔道場

弓道場

相撲場

会議室

測定室

アリーナ

トレーニング室 利用休止 個人利用

会議室

宿泊室

アイススケート場
（一般滑走）

利用休止 個人利用

アイススケート場
（貸切使用）

会議室

野球場

会議室

屋内練習場

艇庫 艇の保管は継続

会議室 原則、使用の中止・延期の検討を要請する

柳が崎ヨットハーバー 艇庫 艇の保管は継続

琵琶湖漕艇場

アイスアリーナ

原則、使用の中止・延期の検討を要請する

彦根球場 原則、使用の中止・延期の検討を要請する

栗東体育館

武道館 原則、使用の中止・延期の検討を要請する

スポーツ会館

原則、使用の中止・延期の検討を要請する

原則、使用の中止・延期の検討を要請する

体育館 原則、使用の中止・延期の検討を要請する

長浜ドーム

原則、使用の中止・延期の検討を要請する

原則、使用の中止・延期の検討を要請する
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